
LINK-Jでは特別会員Ａの企業向けに、親子会員制度を創設いたしました。
株式を５０％以上保有している子会社等も、LINK-Jをご活用いただきやすくなる制度です。

特典１入会金￥０

特典２年会費半額

新たにご入会される企業は
入会金が不要です

既存会員・新規会員
共に、年会費が半額になります
※すでに親会社、子会社がご入会いただいている場合は、
翌年度より年会費の割引が適用になります。

親子会員
なら

※詳しい適用条件などにつきましては裏面もあわせてご覧ください

《 特 別 会 員 A 対 象 》

親子会員のご案内

                                  



親 子 会 員 制 度

適用条件

 既存会員および新規会員が、下記(1)～(3)のいずれかの関係に当てはまる

株式会社であること

(1) 親会社： 子の株式会社の株式の50%以上を保有している株式会社

(2) 子会社： 株式会社が子の株式会社の株式の50%以上を保有している場合に
おける当該子の株式会社

(3) 兄弟会社：子の株式会社と同一の親会社を持つ株式会社

 既存会員および新規会員ともに、以下の内容を満たすことが条件です。

・日本国内に本店を有する株式会社であること

・従業員１０１名以上であること
※すでに親会社、子会社がご入会いただいている場合は、翌年度より年会費の割引が適用になります。
※適用条件の詳細については、個別にお問合せください。

“親会社と子会社”でご入会

親会社

子会社 子会社 子会社

“兄弟会社同士”でご入会

親会社

子会社 子会社 子会社

【適用例】

“親会社と孫会社”でご入会

親会社

子会社 子会社 子会社

孫会社

“子会社と孫会社” でご入会
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